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は

じ

め

に

産
業
革
命
以
降
、
環
境
汚
染
や
健
康
被
害
に
直
面
し
た
各
国
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
。
工
場
排
水
な
ど
に
対
す

る
規
制
を
通
じ
て
、
汚
染
を
低
減
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
現
在
で
は
先
進
各
国
に
お
い
て
環
境
補
助
金
や
環
境
税
な
ど
の
政
策
も
導
入
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
、
政
策
手
段
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
規
制
政
策
で
前
提
と
し
て
い
た
認
識
の
転
換
が
な
け
れ

ば
実
現
し
え
な
い
。
最
終
的
な
排
出
者
だ
け
で
な
く
、
生
産
者
や
消
費
者
も
含
め
て
、
環
境
リ
ス
ク
に
対
し
て
社
会
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う

に
負
担
を
負
う
か
、
と
い
う
新
た
な
環
境
政
治
の
課
題
の
登
場
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
コ
ス
ト
を
誰
が
ど
の
よ
う
な
形
で
負
担
す
る
か
に
関
し
て
、
客
観
的
な
指
標
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
環

境
政
策
を
め
ぐ
る
理
念
や
利
害
の
対
立
が
、
い
か
な
る
形
で
具
体
的
な
政
策
に
結
実
し
て
い
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
対
立
が
顕
在
化
し
た
も
の
の
一
つ
が
、
廃
棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
問
題
で
あ
る
。
廃
棄
物
と
し
て
捨
て
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
リ
サ
イ
ク

ル
と
い
う
形
で
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
廃
棄
物
量
の
減
少
に
つ
な
が
る
。
他
方
で
、
例
え
ば
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
の
よ
う
な
形

態
の
も
の
は
有
害
性
が
高
く
、
資
源
性
の
高
い
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
と
の
線
引
き
は
留
意
す
べ
き
点
が
多
い
。
規
制
を
緩
和
す
れ
ば
環
境
汚
染
を

深
刻
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、

特
に
有
害
廃
棄
物
に
関
し
て
、
規
制
に
よ
る
環
境
汚
染
の
防
止
と
、
規
制
緩
和
に
よ
る
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
を
通
じ
た
廃
棄
物
量
の
減
少
、
と

い
う
相
異
な
る
二
つ
の
目
標
を
ど
う
実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
こ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
比
較
環
境
政
治
の
視
点
か

ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
両
国
は
鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
を
海
外
に
輸
出
す
る
な
ど
再
生
資
源
に
関
し
て
大
き
な
市
場
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
巨

大
な
重
化
学
工
業
を
抱
え
、
深
刻
な
有
害
廃
棄
物
問
題
に
直
面
し
た
国
で
も
あ
る
。
ま
た
、
比
較
政
治
学
的
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
両
国
は
連
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邦
制
、
二
院
制
な
ど
の
制
度
配
置
の
影
響
も
あ
り
、
政
策
合
意
を
阻
む
ア
ク
タ
ー
が
影
響
力
を
行
使
で
き
る
場
面
が
多
く
、
政
策
変
化
が
容

易
で
は
な
い
と
さ
れ
る
国
の
代
表
で
も
あ
る１

）。
こ
れ
ま
で
、
環
境
法
や
環
境
政
策
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
は
、
一
国
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
比
較
環
境
政
治
に
関
し
て
研
究
の
進
展
が
見
ら
れ
る２

）。
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
る
た
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
の
政
策
の
詳
細
は
他
に
譲
る
こ
と
と
し３

）、
あ
く
ま
で
比
較
の
視
点
に
立
っ
た
上
で
、
両
国
の
差
異
を
析
出
し
、
そ
の
背
景
を
検
討

す
る
作
業
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
両
国
の
廃
棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
、
既
存
の
政
策
枠
組
み
と
別
の
政
策
の
導

入
を
企
図
し
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
、
限
定
的
な
成
功
に
留
ま
り
、
政
策
の
分
断
化
が
持
続
し
て
い
る
。
一
方
ド
イ
ツ
で
は
、
従
来
の
規
制

政
策
を
全
面
的
に
置
換
す
る
循
環
経
済
と
い
う
理
念
的
フ
レ
ー
ム
が
構
築
さ
れ
、
統
合
の
方
向
へ
と
進
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
両
国
の
差

異
は
、
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
ア
ク
タ
ー
の
制
度
転
換
に
関
す
る
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
（
戦
略
）
と

い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
で
は
ま
ず
、
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
や
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
し
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

本
稿
の
分
析
視
角
｜
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
と
制
度

現
在
、
政
治
学
に
お
い
て
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
議
論
が
さ
か
ん
に
な
さ
れ
て
い
る４

）。
近
年
で
は
、
制
度
や
利
益
と
い
っ
た
他
の
要

因
と
の
競
合
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
要
因
の
相
互
作
用
に
も
関
心
を
払
う
研
究５

）が
現
わ
れ
て
い
る
。

ア
イ
デ
ィ
ア
が
重
要
な
の
は
、
政
策
変
化
を
説
明
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ホ
ー
ル
は
、
①
手
段
の
設
定
基
準
、

②
政
策
目
的
の
変
化
、
③
全
て
の
変
化
、
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
う
ち
、
③
は
、
政
策
作
成
者
が
依
拠
し
て
い
る

問
題
や
政
策
目
標
の
認
識
枠
組
み
の
こ
と
で
あ
り
、
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
①
、
②
は
、
具
体
的
な
政
策
の
実
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行
に
関
連
す
る
も
の
で
、
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
。
ホ
ー
ル
は
、
こ
の
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
下
位
概
念
と
し
て
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
を

位
置
づ
け
、
政
策
手
段
や
政
策
目
的
に
よ
る
対
応
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
と
い
う
形
で
政
策
変
化
が
起
こ
る
と
指
摘

す
る６

）。
し
か
し
、
②
、
③
の
よ
う
な
大
き
な
政
策
変
化
に
は
、
多
様
な
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
う
る
。
こ
の
多
様
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
示
唆
的
な
議

論
を
提
示
し
た
の
が
ハ
ッ
カ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
セ
ー
レ
ン７

）ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
制
度
転
換
戦
略
を
、
①
政
治
に
お
け
る
現
状
維
持
傾

向
の
高
低
、
②
制
度
転
換
に
関
す
る
抵
抗
力
の
高
低
、
と
い
う
二
つ
の
軸
に
基
づ
き
、
四
つ
に
類
型
化
し
た８

）。
す
な
わ
ち
、
⑴
政
治
の
現
状

維
持
志
向
が
高
く
、
制
度
的
抵
抗
（
制
度
そ
れ
自
体
の
変
化
に
対
す
る
抵
抗
の
程
度
）
が
高
い
と
き
は
、
環
境
変
化
に
対
応
し
な
い
こ
と
で

実
質
的
な
変
化
が
起
こ
る
「
放
置
（D

rift

）」、
⑵
政
治
の
現
状
維
持
志
向
が
強
く
、
制
度
的
抵
抗
が
低
い
と
き
は
、
既
存
の
制
度
の
要
素

を
活
用
す
る
「
転
用
（C

o
n
v
ersio

n
）」、
⑶
政
治
の
現
状
維
持
傾
向
が
低
く
、
制
度
的
抵
抗
が
高
い
と
き
は
、
新
た
な
制
度
を
創
設
す
る

と
い
う
「
複
層
化
（L

a
y
erin

g

）」、
⑷
政
治
の
現
状
維
持
傾
向
が
低
く
、
制
度
的
抵
抗
が
低
い
と
き
は
、
制
度
の
廃
棄
や
「
制
度
置
換

（R
ep
la
cem

en
t

）」
が
起
こ
る
と
い
う９

）。

彼
の
議
論
は
、
年
金
制
度
を
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
「
制
度
」
と
は
、
い
わ
ば
政
策
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
行
動
の
在

り
方
や
目
的
が
定
式
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
議
論
が
示
唆
す
る
の
は
、
ア
ク
タ
ー
が
提
唱
し
た
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア

が
ど
の
よ
う
な
形
態
の
制
度
化
に
関
わ
る
も
の
な
の
か
、
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
制
度
化10

）を
理
解
す
る
必
要
性
で
あ
る
。

ハ
ッ
カ
ー
の
議
論
は
、
主
に
ア
メ
リ
カ
の
政
治
制
度
を
前
提
と
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
が
、
こ
の
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
実
現
を
左
右
す
る

環
境
要
因
に
つ
い
て
は
、
比
較
政
治
学
の
観
点
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
言
説
的
制
度
論
」
の
中
で
言
及
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
対
応
す
る
福
祉
政
策
の
改
革
が
国
ご
と
に
異
な
る
理
由
を
、
言
説
と
そ
れ
に
影
響
す
る
政
治
制
度
の
相
互
作
用
に
求
め
た
。
こ
こ
で
言

説
と
は
、

政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
や
価
値
の
組
み
合
わ
せ
、
そ
し
て
政
策
構
築
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
作
用11

）」
を
指
す
。
イ
ギ
リ
ス

の
よ
う
な
単
一
国
家
、
一
院
制
で
多
数
代
表
制
の
国
で
は
、
国
民
一
般
に
政
策
理
念
を
訴
え
る
こ
と
や
、
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
が
重
要
と

論 説
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な
る
た
め
、
一
般
国
民
へ
働
き
か
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
言
説
」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
。
他
方
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に

連
邦
国
家
、
二
院
制
で
、
比
例
代
表
を
導
入
し
て
い
る
国
で
は
、
発
言
権
を
持
つ
複
数
の
政
策
ア
ク
タ
ー
が
政
策
過
程
に
関
与
し
、
そ
の
た

め
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
を
は
か
る
、

調
整
的
言
説
」
が
重
要
に
な
る
と
い
う12

）。
ア
メ
リ
カ
の
政
治
過
程
は
ド
イ
ツ
な
ど
と
違
っ
て
、
統
治

エ
リ
ー
ト
や
頂
上
団
体
以
外
の
様
々
な
集
団
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
言

説
」
も
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
も
ド
イ
ツ
と
同
様
、
立
法
と
行
政
、
連
邦
政
府
と
州
と
い
う
よ
う
に
権
限
が
分
散
し
て
い
る
多

元
的
ア
ク
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
以
上
、

調
整
的
言
説
」
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
こ
の
た
め
、
改
革
は
例
外
的
で
、
様
々
な
ア
イ

デ
ィ
ア
が
あ
っ
て
も
合
意
を
形
成
し
、
実
行
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る13

）。

言
説
的
制
度
論14

）は
、
経
路
依
存
を
強
調
し
、
新
し
い
政
策
変
化
を
説
明
で
き
な
い
と
さ
れ
る
歴
史
的
制
度
論15

）を
の
り
こ
え
よ
う
と
し
て
い

る
点
で
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
制
度
の
影
響
を
受
け
る
ア
ク
タ
ー
が
、
制
度
変
化
が
議
論
さ
れ
る
中
で
利
益
の
再
定
義
を
促
さ

れ
、
新
た
な
ア
イ
デ
ィ
ア
へ
の
道
を
開
く
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
着
目
す
る
議
論
が
あ
る16

）。
例
え
ば
、
ホ
ー
ル
は
「
ア
ク
タ
ー
が
、
世
界

や
そ
の
内
部
に
お
い
て
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
に
関
し
、
解
釈
し
て
い
く
過
程
を
通
じ
発
展
す
る17

）」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ラ
イ
ス
は
、

利
益
が
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
論
争
を
通
じ
て
再
定
義
さ
れ
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る18

）。

本
稿
で
は
、
ハ
ッ
カ
ー
の
制
度
変
化
戦
略
の
議
論
を
手
が
か
り
に
政
策
の
変
化
を
ト
ー
レ
ス
し
て
い
く
が
、
そ
の
際
、
上
記
の
点
を
踏
ま

え
て
、
政
策
変
化
に
関
す
る
ア
ク
タ
ー
、
特
に
環
境
政
策
当
局
者
、
の
選
好
を
所
与
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程

に
着
目
す
る
。

す
な
わ
ち
、
環
境
政
策
に
お
け
る
排
出
規
制
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
規
制
者
と
排
出
者
の
対
立
的
構
図
が
特
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

パ
ラ
ダ
イ
ム
が
揺
ら
ぎ
、
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が
議
論
さ
れ
て
い
く
中
で
、
規
制
者
た
る
環
境
行
政
当
局
者
の
認
識
と
政
策
選
好
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
た
か
、
そ
し
て
、
排
出
者
だ
け
で
な
く
新
た
な
環
境
政
策
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
企
業
や
市
民
が
ど
の
よ
う
な
選
好

を
形
成
し
て
い
っ
た
か
、
が
政
策
変
化
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（82-２･３- ）599 343

比較環境政治の視点から見る転換期（渡邉）



以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
変
化
戦
略
を
視
野
に
入
れ
た
分
析
視
角
か
ら
、
廃
棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
。

二

ア
メ
リ
カ
の
事
例
｜
「
複
層
化
」
と
分
断19

）

二
・
一

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
廃
棄
物
政
策
の
展
開

ア
メ
リ
カ
は
、
連
邦
政
府
と
州
、
行
政
府
と
立
法
府
、
立
法
府
で
あ
る
連
邦
議
会
の
上
院
・
下
院
、
さ
ら
に
両
院
内
の
委
員
会
、
と
い
う

よ
う
に
、
多
元
的
な
政
治
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
拒
否
点
が
多
い
こ
と
は
、
政
策
を
安
定
さ
せ
る
一
方
、
変
革
の
阻
害
要
因
と

な
る
。
ま
た
、
社
会
に
対
す
る
国
家
の
遮
蔽
性
は
低
く
、
多
元
主
義
と
呼
ば
れ
る
集
団
の
政
治
過
程
へ
の
参
加
と
集
団
間
の
競
争
が
特
徴
的

で
あ
る
。
ま
た
、
規
制
に
関
し
て
は
、
全
般
に
わ
た
っ
て
規
制
主
体
と
規
制
客
体
と
の
間
の
相
互
不
信
が
あ
り
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
法
的
な

ル
ー
ル
に
よ
る
規
制
が
多
く
、
対
立
的
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
と
形
容
さ
れ
る20

）。

一
九
六
〇
年
代
か
ら
高
ま
っ
た
環
境
問
題
に
対
す
る
社
会
の
関
心
は
、
厳
格
な
法
と
そ
れ
に
伴
う
Ｅ
Ｐ
Ａ
（E

n
v
iro
n
m
en
ta
l
 
P
ro
tec-

tio
n
 
A
g
en
cy
：

連
邦
環
境
保
護
庁
、
以
下
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
の
権
限
拡
大
を
実
現
さ
せ
た
。
し
か
し
、
一
連
の
法
律
に
関
し
て
裁
判
所
は
当
事
者

適
格
を
拡
大
し
、
多
元
主
義
的
な
政
治
構
図
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
自
律
性
を
大
き
く
失
わ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る21

）。

さ
て
、
廃
棄
物
に
関
す
る
最
初
の
連
邦
法
は
、
一
九
六
五
年
の
固
形
廃
棄
物
処
理
法
（S

o
lid W

a
ste D

isp
o
sa
l A

ct

）
で
あ
る
。
そ
の

後
、
一
九
七
〇
年
に
は
資
源
再
生
法
（R

eso
u
rce R

eco
v
ery A

ct

）
が
制
定
さ
れ
、
廃
棄
物
収
集
、
運
搬
、
回
収
、
処
理
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
制
定
の
権
限
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
七
五
年
六
月
、
議
会
は
包
括
的
な
内
容
を
持
つ
資
源
保
全
再
生
法

（法政研究82-２･３- ）344 600
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（R
eso

u
rce C

o
n
serv

a
tio
n R

eco
v
ery A

ct,

以
下
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
）
を
成
立
さ
せ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
包
括
性
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の

対
象
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
規
制
対
象
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
広
範
な
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
し
か

し
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
も
有
害
廃
棄
物
規
制
に
関
す
る
技
術
的
背
景
を
持
た
ず
、
人
員
は
不
足
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
規
則
の
制
定
は
遅
れ
、
議
会
、

再
生
資
源
業
界
や
、
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
州
政
府
が
、
作
業
遅
延
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
自
律
性
は
、
司
法

に
よ
っ
て
も
大
き
く
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た22

）。

Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
は
、
規
制
対
象
と
し
て
一
〇
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
設
け
て
い
る
。
規
則
で
は
固
体
廃
棄
物
（S

o
lid
 
W
a
ste

）
と
有
害
廃
棄
物

（H
a
za
rd
o
u
s W

a
ste

）
の
定
義
を
行
い
、
発
生
者
、
輸
送
者
、
処
理
施
設
と
い
っ
た
廃
棄
物
取
扱
者
に
対
し
て
遵
守
す
べ
き
事
項
を
規
定

し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
Ｄ
と
有
害
廃
棄
物
に
関
す
る
取
り
扱
い
を
規
定
し
た
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
Ｃ

と
い
う
区
分
で
あ
る
。
後
者
は
、
有
害
廃
棄
物
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
お
り
、
有
害
廃
棄
物
の
発
生
か
ら
最
終
処
理
に
至
る
ま
で
、

厳
し
い
管
理
シ
ス
テ
ム
を
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
両
者
の
間
に
閾
値
が
な
い
こ
と
で
あ
り
、
中
間
領
域
に
は
大
き
な
解
釈
の

余
地
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
八
月
、
工
場
跡
地
か
ら
有
害
廃
棄
物
が
発
見
さ
れ
、
土
壌
汚
染
の
た
め
住
民
が
一
時
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

ラ
ブ
・
キ
ャ
ナ
ル
事
件
が
起
こ
る
と
有
害
廃
棄
物
規
制
へ
の
関
心
は
高
ま
り
、
汚
染
地
の
浄
化
責
任
に
関
す
る
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ン
ド
法
が
成

立
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
修
正
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
が
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
修
正
を
検
討

す
る
と
、
産
業
界
か
ら
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
が
活
発
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
世
論
を
背
景
と
し
て
、
強
化
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
一
方
、
議
会
内
の

妥
協
の
産
物
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
廃
棄
物
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
Ｃ
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、

一
九
八
〇
年
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
誕
生
す
る
と
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
焼
却
場
の
排
出
規
制
な
ど
に
関
し
て
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
規
制
緩
和
を
は
か
る
動
き
を

見
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
主
党
主
導
の
連
邦
議
会
は
、
一
九
八
四
年
に
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
を
改
正
し
、
そ
れ
ま
で
の
有
害
廃
棄
物
の
埋
め
立
て

を
実
質
的
に
中
止
さ
せ
る
一
方
、
少
量
発
生
者
も
規
制
対
象
と
し
、
さ
ら
な
る
廃
棄
物
の
削
減
を
は
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
際
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
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規
制
や
基
準
に
つ
い
て
期
限
内
に
実
施
で
き
な
い
場
合
に
は
、
議
会
が
法
律
で
基
準
を
定
め
る
と
い
う
ハ
ン
マ
ー
条
項
を
導
入
し
た
。
こ
の

よ
う
な
大
統
領
と
議
会
の
対
立
は
、
必
然
的
に
規
制
対
象
を
め
ぐ
る
政
治
を
司
法
の
場
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
規
制
強
化
と
住
民
の
環
境
意
識
の
高
ま
り
は
、
処
分
場
の
開
設
の
社
会
的
・
経
済
的
コ
ス
ト
を
高
め
て
い
た
。
こ
の
間
、
廃
棄
物

量
の
増
大
は
続
い
て
お
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
新
た
な
対
策
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
リ
サ
イ
ク
ル

で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
は
名
前
の
よ
う
に
、
資
源
再
生
と
い
う
名
称
の
下
リ
サ
イ
ク
ル
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
例
え
ば

再
生
鉛
バ
ッ
テ
リ
ー
業
な
ど
の
よ
う
に
、
規
制
緩
和
を
通
じ
て
リ
サ
イ
ク
ル
の
促
進
が
図
ら
れ
た
。
排
出
規
制
の
強
化
に
よ
り
処
分
コ
ス
ト

を
高
め
る
一
方
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
促
し
廃
棄
物
量
の
減
少
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
政
治
的
対
立
を
再
燃
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
規
制
の
例
外
を
求
め
る
再
生
資
源
業
界
と
環
境
に
対
す
る
影
響
か
ら
こ
れ
に
反
対
す
る
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
と
い

う
対
立
構
図
が
、
立
法
や
司
法
の
場
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
や
が
て
権
限
の
拡
大
よ
り
組
織
の
維
持
、
す
な
わ
ち
自
律
性
の
維
持
を
目
標
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
エ
ン

ジ
ニ
ア
に
対
す
る
法
律
専
門
職
の
優
位
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
科
学
的
な
リ
ス
ク
評
価
だ
け
で
な
く
法
律
的
な
執
行
コ
ス
ト
、
遵
守
可

能
性
へ
の
配
慮
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る23

）。

こ
の
よ
う
に
有
害
廃
棄
物
に
関
す
る
規
制
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
政
治
的
隘
路
に
陥
り
、
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
・
二

汚
染
防
止
法
の
成
立
と
「
複
層
化
」
戦
略

レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、

非
効
率
」
な
規
制
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
制
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
の
問
い
直
し
は
、
経

済
的
規
制
だ
け
で
な
く
環
境
規
制
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
能
力
を
超
え
た
議
会
の
規
制
強
化
の
要

求
も
、
戦
略
や
総
合
性
と
い
っ
た
観
点
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
効
果
的
な
環
境
政
策
を
求
め
る
声
が
上
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
っ
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た
。こ

の
よ
う
な
従
来
の
排
出
規
制
型
の
限
界
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し
た
の
が
、
一
九
八
六
年
九
月
の
Ｏ
Ｔ
Ａ
（
議
会
技
術
評
価
局
）
の
報

告
書
『
有
害
廃
棄
物
の
本
格
的
削
減
｜
汚
染
防
止
と
産
業
の
効
率
を
求
め
て24

）』
で
あ
る
。
同
報
告
書
は
、
廃
棄
物
削
減
を
優
先
す
る
こ
と
を

指
摘
し
、
規
制
的
手
法
だ
け
で
な
く
廃
棄
物
の
発
生
者
が
削
減
に
努
め
る
動
機
づ
け
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。

連
邦
議
会
で
は
、
一
九
八
七
年
、
民
主
党
ウ
ォ
ル
ピ
議
員
ら
に
よ
っ
て
、

有
害
廃
棄
物
削
減
法
」

S
.1429

、H
.R
.2800

）
が
上
下
両

院
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
初
懐
疑
的
で
あ
っ
た
Ｅ
Ｐ
Ａ
も
、
環
境
問
題
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
公
約
し
た
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の

下
で
、
汚
染
防
止
（P

o
llu
tio
n
 
P
rev

en
tio
n

）
に
関
す
る
法
案
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
一
九
八
九
年
五
月
、
ラ
イ
リ
ー
Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
が
、

大
気
汚
染
浄
化
法
に
次
ぐ
優
先
項
目
と
し
て
汚
染
防
止
に
言
及
し
て
い
る25

）。
ま
た
、
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
汚
染
防
止
ア
プ

ロ
ー
チ
を
求
め
る
動
き
が
あ
り
、
上
記
の
環
境
派
の
議
員
ら
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
推
進
し
て
い
た26

）。

最
終
的
に
、
汚
染
防
止
法
は
、
予
算
調
整
法
の
一
部
と
し
て
一
九
九
〇
年
一
一
月
に
成
立
し
た
。
同
法
は
、
汚
染
源
に
お
け
る
削
減
、
リ

サ
イ
ク
ル
、
処
置
、
処
分
と
い
う
順
に
優
先
順
位
を
定
め
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
目
的
の
実
現
に
必
要
な
戦
略
を
開
発
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
立

法
関
係
者
の
中
に
は
、
こ
れ
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
変
化
と
呼
ぶ
も
の
も
あ
っ
た
が
、
既
存
の
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
同
法
推
進
者
の
中
で

意
見
が
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
汚
染
防
止
法
が
比
較
的
容
易
に
成
立
し
た
背
景
に
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
大
き
な
権
限
を
与
え
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
点
で
、
汚
染
防
止
は
、
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
ま
だ
多
様
な
可
能
性
を
も
っ
て
い

た
。こ

の
よ
う
な
動
き
の
一
方
、
依
然
、
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
を
基
礎
に
政
策
の
有
効
性
を
高
め
る
べ
き
と
す
る
ア
ク
タ
ー
が
い
た
。
第
一
〇
二
議
会

（
一
九
九
一

一
九
九
二
年
）
で
は
、
上
下
両
院
に
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
再
授
権
に
関
す
る
法
案
（H

.R
.3865,

S
.976

）
が
提
出
さ
れ
た
が
、
同
法
案

の
提
案
者
に
は
汚
染
防
止
法
の
共
同
提
案
者
に
名
を
連
ね
た
議
員
が
含
ま
れ
て
い
た
。
産
業
界
、
資
源
再
生
業
界
は
、
金
属
な
ど
リ
サ
イ
ク

ル
資
源
に
対
し
別
個
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
創
設
す
る
よ
う
ロ
ビ
イ
ン
グ
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
法
案
で
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
新
た
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な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
創
出
し
、
従
来
の
二
分
法
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
た27

）。

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
再
授
権
に
関
し
て
、
消
極
的
な
態
度
を
見
せ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
九
月
一
七
日
に
上
院

で
開
か
れ
た
公
聴
会
に
お
い
て
、
ラ
イ
リ
ー
長
官
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
は
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
上
院
で
審
議
中
の
法
案
が
有
害
廃

棄
物
に
焦
点
を
当
て
規
制
を
強
化
す
る
一
方
、
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
の
た
め
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

非
効
率

で
機
能
し
な
い28

）」
と
批
判
的
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

当
初
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
全
体
と
し
て
は
、
汚
染
防
止
を
手
段
、
実
施
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
政
策
転
換
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｐ

Ａ
の
中
で
も
、
ヘ
イ
ビ
ク
ト
副
長
官
は
、
汚
染
防
止
法
を
「
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
社
会
全
体
に
お
け
る
文
化
大
革
命29

）」
と
形
容
し
、
汚
染
防
止
が
革
新

的
な
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
規
制
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
実
現
す
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
た
。
ラ
イ
リ
ー
長
官
も
一
九
九
一
年
八
月
、

汚
染
防
止
を
「
静
か
な
る
革
命30

）」
と
呼
ぶ
な
ど
、
汚
染
防
止
が
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
形
成
さ
れ
て
い
く
中
で
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
認

識
を
強
め
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
認
識
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
期
の
ブ
ラ
ウ
ナ
ー
長
官
も
共
有
し
て
い
た
。
一
九
九
三
年
四
月
、
ブ
ラ
ウ
ナ
ー
長
官

は
、
今
後
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
活
動
の
中
核
的
倫
理
が
汚
染
防
止
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
ま
た
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
論
文
に
お
い
て
、
特
殊
な
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
な
く
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
汚
染
防
止
に
「
統
合
」
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る31

）。

こ
れ
に
関
連
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
汚
染
防
止
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
の
構
築
が
、
必
ず
し
も
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
と
い
う
既
存
の
制
度
と
関
連
づ

け
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

複
層
化
」
と
い
う
形
で
の
政
策
変
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
選
択
肢
に
な
り
う
る
の
で
あ

る
。
こ
の
間
、
リ
ー
バ
ー
マ
ン
上
院
議
員
ら
は
、
第
一
〇
三
議
会
（
一
九
九
三

九
四
年
）
に
お
い
て
、
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
や
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ン
ド

法
、
有
毒
物
質
統
制
法
、
水
質
浄
化
法
全
て
に
「
汚
染
防
止
計
画
」
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
が32

）、
こ
れ
は
同
じ
汚
染
防
止

に
よ
る
「
統
合
」
で
も
「
制
度
置
換
」
を
企
図
す
る
動
き
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
両
者
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
議
会
が
結

局
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
を
制
約
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
を
め
ぐ
る
執
行
過
程
を
再
現
す
る
こ
と
に
な
る
か
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ら
で
あ
る
。
過
去
の
経
験
か
ら
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
「
複
層
化
」
に
関
す
る
選
好
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。

汚
染
防
止
法
は
、
議
会
下
院
で
多
数
の
共
同
提
案
者
を
集
め
て
成
立
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
ア
ク
タ
ー
間
で
「
変
化
を
も
た
ら
す
」
も

の
と
し
て
共
有
さ
れ
た
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
調
整
的
言
説
と
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
廃
棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
に
一

つ
の
方
向
性
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
既
存
の
制
度
を
変
革
す
る
か
と
い
う
戦
略
に
関
し
て
、
議

会
と
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
の
間
で
考
え
方
は
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
は
制
度
抵
抗
性
が
強
く
、
そ
の
中
で
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
汚
染
防
止
を

Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
と
結
び
付
け
て
「
統
合
」
を
推
進
す
る
と
い
う
こ
と
に
必
ず
し
も
強
い
選
好
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九

九
四
年
の
中
間
選
挙
で
共
和
党
が
多
数
派
と
な
り
、
規
制
政
策
へ
の
反
対
の
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
で
、
外
的
環
境
か
ら
見
て
も
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の

「
複
層
化
」
が
最
も
「
合
理
的
」
な
戦
略
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
型
の
規
制
と
は
切
り
離
し
た
形
の
汚
染
防
止
の
代
表
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
一
九
九
四
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
Ｃ
Ｓ
Ｉ

（C
o
m
m
o
n S

en
se In

itia
tiv
e

）
と
一
九
九
五
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
Ｌ
（E

x
cellen

t a
n
d L

ea
d
ersh

ip

）
で
あ
る
。
Ｃ

Ｓ
Ｉ
は
、
廃
棄
物
な
ど
各
々
の
対
象
に
つ
い
て
個
別
の
汚
染
企
業
を
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
業
界
を
単
位
と
し
て
統
合
的
な
環
境
問
題
へ

の
取
り
組
み
を
目
指
し
、
業
界
・
州
・
環
境
団
体
な
ど
の
参
加
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
く
環
境
政
策
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
時
間
の
か
か
る
交
渉
プ
ロ
セ
ス
に
不
満
を
抱
い
て
主
要
な
業
界
が
離
脱
す
る
な
ど
し
て
十
分
な
効
果
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
Ｌ
も
、
統
制
型
規
制
と
異
な
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
企
業
に
は
、
規
制
者
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
環
境
基
準
を
満
た
す
効

果
的
な
方
法
の
採
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
部
分
的
に
成
功
を
お
さ
め
た
と
評
価
さ
れ
る
一
方
、
期
待
ほ
ど
広
が
っ
て
は
い
な

い
。問

題
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
こ
れ
ら
の
柔
軟
性
を
持
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
に
際
し
て
、
法
的
な
権
限
が
明
確
で
な
い
点
で
あ
る
。
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
参
加
要
件
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ら
に
よ
る
提
訴
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
産
業
界
だ
け
で
な
く

Ｅ
Ｐ
Ａ
も
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
慎
重
に
な
っ
て
い
く33

）。
多
く
の
企
業
に
と
っ
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
履
行
に
関
す
る
不
確
実
性
が
高
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い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
の
廃
棄
物
削
減
の
取
り
決
め
や
環
境
政
策
過
程
へ
の
参
加
に
関
す
る
選
好
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い

難
い
。
そ
の
た
め
、
規
制
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
重
要
な
位
置
を
占
め
続
け34

）、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
規
則
を
再
検
討
す
る
度
に
、
従
来
の
対
立
構
図

が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
党
派
的
な
対
立
の
た
め
、
政
治
的
グ
リ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
に
陥
っ
た
中
で
、
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
枠
組
み
は
そ
の
ま
ま
に
、
そ

れ
と
は
異
な
る
政
策
的
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
実
質
的
に
政
策
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
「
複
層
化
」
戦
略
を

進
め
て
き
た
。
今
日
で
も
様
々
な
リ
サ
イ
ク
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト35

）が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
上
述
し
た
よ
う
な
課
題
に
直
面
し
て
、
廃

棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
の
定
義
の
狭
間
に
落
ち
込
ん
だ
、
例
え
ば
電
子
廃
棄
物
な
ど
、
の
増
大
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

三

ド
イ
ツ
の
事
例
｜
リ
サ
イ
ク
ル
と
廃
棄
物
の
「
統
合
的
」
政
策

三
・
一

ド
イ
ツ
に
お
け
る
廃
棄
物
政
策
の
展
開

ド
イ
ツ
の
政
治
制
度
は
、
連
邦
と
州
と
い
う
分
権
的
性
格
が
あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
て
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
に
権
限
が
分
散
し
て
い

る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
「
社
会
的
市
場
経
済
」
と
い
う
言
葉
で
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
、
競
争
的
市
場
を
維
持
し
つ
つ
、

市
場
を
含
む
社
会
的
秩
序
の
形
成
・
維
持
に
関
し
て
国
家
の
役
割
を
認
め
て
き
た
。
こ
れ
に
関
連
し
、
経
済
・
社
会
領
域
に
お
け
る
頂
上
団

体
と
政
府
と
の
調
和
的
な
関
係
（
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム36

））
の
特
徴
も
指
摘
で
き
る
。

環
境
政
策
に
つ
い
て
見
る
と
、
科
学
技
術
的
な
知
識
を
背
景
と
し
た
政
策
形
成
と
い
う
側
面
が
強
く
、
世
論
と
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
政
党
に

依
存
し
て
お
り
、
政
党
間
に
お
け
る
調
整
が
重
要
で
あ
る37

）。
環
境
担
当
部
局
と
し
て
は
、
一
九
七
四
年
に
連
邦
環
境
局
が
設
立
さ
れ
た
が
、

一
九
八
六
年
に
起
き
た
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
以
降
、
Ｂ
Ｍ
Ｕ
（B

u
n
d
esm

in
isteriu

m
 
fu
r U

m
w
elt,

N
a
tu
rsch

u
tz u

n
d R

ea
-
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k
to
rsich

erh
eit ：

環
境
・
自
然
保
護
・
原
子
力
安
全
省
、
以
下
環
境
省
）
が
設
立
さ
れ
、
環
境
政
策
を
統
括
す
る
組
織
と
な
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
廃
棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
は
、
一
九
七
二
年
の
廃
棄
物
処
分
法
（B
eseitig

u
n
g

）
を
嚆
矢
と
す
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
連

邦
に
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
立
法
権
限
（
州
と
の
競
合
的
立
法
権
限
）
を
与
え
る
基
本
法
（G

ru
n
d
g
estez

）
改
正
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ま
で

州
が
独
自
に
行
っ
て
き
た
廃
棄
物
政
策
に
つ
い
て
連
邦
政
府
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た38

）。

一
九
八
二
年
、
農
薬
工
場
の
爆
発
事
故
に
と
も
な
い
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
に
汚
染
さ
れ
た
土
壌
を
保
管
し
て
い
た
ド
ラ
ム
缶
が
国
境
を
越
え
て

別
の
場
所
で
発
見
さ
れ
る
と
い
う
セ
ベ
ソ
事
件
が
明
る
み
に
な
る
と
、
西
ド
イ
ツ
で
も
Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｄ
（
ド
イ
ツ
環
境
・
自
然
保
護
連
盟
）
や
緑

の
党
な
ど
を
中
心
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
規
制
の
強
化
を
求
め
る
声
が
上
が
り
、
各
地
で
旧
式
の
焼
却
炉
が
閉
鎖
さ
れ
、
厳
し
い
規
制
が
か
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
処
分
場
に
関
す
る
厳
し
い
規
制
と
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
住
民
の
意
識
の
高
ま
り
は
、
処
分
場
開
設
の
社
会
、
経

済
的
な
コ
ス
ト
を
高
騰
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
以
降
、
小
規
模
な
焼
却
場
は
ほ
と
ん
ど
閉
鎖
さ
れ
て

い
る
。

さ
て
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
処
分
場
の
確
保
が
困
難
に
な
る
と
、
連
邦
政
府
は
、
廃
棄
物
の
削
減
に
つ
い
て
本
格
的
に
取
り
組
む
必
要

性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
八
六
年
、
連
邦
政
府
は
、
廃
棄
物
発
生
回
避
法
（A

b
fa
llg
estez,

A
b
fg

）
を
制
定
し
、
廃
棄
物
量
と

有
害
性
の
削
減
を
企
図
し
た
。
同
法
は
、
埋
め
立
て
、
焼
却
処
分
よ
り
も
リ
サ
イ
ク
ル
を
優
先
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
①

政
府
介
入
権
を
拡
大
し
、
産
業
界
の
自
主
規
制
を
求
め
ら
れ
る
と
し
、
②
廃
棄
物
の
リ
サ
イ
ク
ル
政
令
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
、

集
権
的
・
統
制
的
な
廃
棄
物
規
制
の
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
の
廃
棄
物
概
念
は
、
ア
メ
リ
カ
と
違
い
政
治
的
に
構
築
さ
れ
た
側
面
は
希
薄
で
あ
る
。
法
律
論
を
基
礎
と
し
、

廃
棄
物
」
概
念

の
規
定
は
限
定
的
で
あ
り
、
有
価
物
や
再
利
用
可
能
物
に
つ
い
て
は
含
ま
れ
て
い
な
い39

）。
従
っ
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
も
の
は
基
本
的
に

廃
棄
物
法
の
対
象
外
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
例
え
有
害
で
も
あ
っ
て
も
再
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
有
価
物
と
な
り
規
制
を
遁
れ

る
。
有
害
廃
棄
物
の
規
制
が
強
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
海
外
で
の
処
理
な
ど
で
責
任
回
避
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
た40

）。
西
ド
イ
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ツ
は
、
法
改
正
で
国
内
処
理
原
則
を
明
記
し
、
越
境
移
動
を
許
可
制
と
し
た
が
、
国
内
で
増
え
続
け
る
廃
棄
物
と
処
理
場
不
足
が
解
決
さ
れ

な
い
限
り
、

廃
棄
物
輸
出
（A

b
fa
llto

u
rism

u
s

）」
は
続
い
て
い
た
。

こ
の
状
況
に
対
し
て
、
政
府
は
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
乗
り
出
し
て
い
く
。
最
初
に
試
み
ら
れ
た
の
は
、
一
九
八
八
年
九
月
、
テ
ッ
プ

フ
ァ
ー
環
境
相
、
電
池
メ
ー
カ
ー
、
流
通
小
売
業
界
の
間
で
合
意
さ
れ
た
乾
電
池
の
処
理
に
関
す
る
自
主
規
制
で
あ
る
。
翌
年
に
は
、
半
導

体
の
洗
浄
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
ハ
ロ
ゲ
ン
溶
剤
に
つ
い
て
、
上
述
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
再
利

用
可
能
物
は
廃
棄
物
法
の
対
象
外
で
あ
っ
て
、
政
府
の
権
限
は
間
接
的
で
、
既
存
の
リ
サ
イ
ク
ル
と
廃
棄
物
規
制
の
在
り
方
に
限
界
が
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
な
る41

）。

ア
メ
リ
カ
に
比
べ
国
土
が
狭
く
、
人
口
密
度
の
高
い
ド
イ
ツ
で
は
、
処
分
場
不
足
は
深
刻
で
あ
り
、
一
九
九
〇
年
に
主
な
輸
出
先
で
あ
っ

た
東
ド
イ
ツ
が
統
合
さ
れ
る
と
、
有
害
廃
棄
物
は
国
内
問
題
と
し
て
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
・
二

循
環
経
済
廃
棄
物
法
に
よ
る
「
制
度
置
換
」

発
生
抑
制
と
い
う
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
の
兆
し
は
、
一
九
八
六
年
廃
棄
物
発
生
回
避
法
の
「
発
生
回
避
」
と
い
う
言
葉
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
言
葉
の
上
で
は
新
規
性
を
持
っ
て
い
た
が
、
統
制
型
規
制
と
い
う
従
来
の
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
の
転
換

と
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

政
策
変
化
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
国
内
的
要
因
だ
け
が
影
響
し
た
わ
け
で
な
い
。
二
つ
の
外
的
要
因
も
新
た
な
廃
棄
物
法
の
制
定
を
促

し
た
と
言
え
る
。
第
一
に
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
見
ら
れ
た
廃
棄
物
輸
出
が
深
刻
さ
を
増
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
統
一
後
、

輸
出
ル
ー
ト
は
ル
ー
マ
ニ
ア
な
ど
東
欧
諸
国
に
変
わ
り
、
国
際
問
題
を
惹
き
起
こ
し
て
い
た
の
で
あ
る42

）。
第
二
に
、
欧
州
統
合
の
動
き
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
、
対
象
を
限
定
し
た
廃
棄
物
概
念
を
採
用
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｃ
（
の
ち
Ｅ
Ｕ
）
で
は
加
盟
国
の
多
様
性
か
ら
広
義
の
廃
棄

（法政研究82-２･３- ）352 608

論 説



物
概
念
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る43

）。
但
し
、
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
政
策
変
化
を
後
押
し
し
た
が
、
そ
の
内
容
を

決
定
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
規
制
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
に
関
し
て
、
調
整
的
言
説
と
い
う
べ
き
エ
リ
ー
ト
間
の
認
識
枠
組
み
構
築
の
過
程

が
必
要
で
あ
っ
た
。

一
九
九
〇
年
一
一
月
、
ド
イ
ツ
統
一
後
初
の
総
選
挙
で
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
／
社
会
同
盟
）
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
（
自
由

民
主
党
）
の
連
立
与
党
が
勝
利
し
た
。
九
一
年
一
月
、
連
立
与
党
間
で
政
策
合
意
が
成
立
し
、

社
会
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
経
済
」
と
い
う
目
標

を
掲
げ
、
環
境
と
経
済
の
新
た
な
関
係
の
構
築
が
う
た
わ
れ
て
い
た
。
特
に
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、

廃
棄
物
の
回
避
｜
素
材
的
利
用
｜
エ

ネ
ル
ギ
ー
的
利
用
｜
廃
棄
物
処
理
」
の
優
先
順
位
を
確
認
し
、
廃
棄
物
政
策
の
中
心
に
置
く
と
し
た
。

同
月
、
コ
ー
ル
首
相
は
所
信
表
明
演
説
を
行
い
廃
棄
物
回
避
と
廃
棄
物
再
利
用
（a

b
fa
llv
ertu

n
g

）
を
強
調
し
、
廃
棄
物
の
改
正
法
、

有
害
廃
棄
物
税
を
検
討
す
る
と
し
た44

）。
対
し
て
同
年
三
月
、
連
邦
参
議
院
で
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
（
社
会
民
主
党
）
な
ど
が
、
環
境
省
に
発
生
回
避

と
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
政
令
を
発
令
す
る
権
限
の
拡
大
を
内
容
と
し
た
「
廃
棄
物
法
・
イ
ミ
ニ
シ
オ
ー
ン
保
護
法
」
を
提
出
し
て
い
る
。

法
案
で
は
、
発
生
回
避
が
リ
サ
イ
ク
ル
や
処
分
に
優
先
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る45

）。
ま
た
、
こ
れ
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
に
関
す
る
政
府

の
関
与
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
基
本
的
に
Ｅ
Ｃ
の
よ
う
な
広
義
の
廃
棄
物
概
念
を
採
用
し
、
強
い
権
限
を
背
景
に
リ
サ
イ
ク
ル
推
進

す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
制
度
の
「
複
層
化
」
戦
略
を
追
求
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
四
月
、
テ
ッ
プ
フ
ァ
ー
環
境
相
は
、

廃
棄
物
政
策
の
総
合
構
想
」
を
発
表
し
、
廃
棄
物
回
避
の
絶
対
的
な
優
先
を
明

言
し
た46

）。

最
初
に
構
想
さ
れ
た
の
は
、
廃
棄
物
課
徴
金
（A

b
fa
lla
b
g
a
b
e

）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
廃
棄
物
の
有
害
性
や
種
類
に
基
づ
い
て
一
ト

ン
当
た
り
最
大
一
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
を
課
す
と
い
う
も
の
で
、
廃
棄
物
が
再
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た47

）。
廃
棄
物
処
分
費
用
を
高
め
る
こ
と
で
、
廃
棄
物
発
生
を
抑
制
し
、
再
利
用
の
誘
因
に
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
課

徴
金
は
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
汚
染
地
域
の
修
復
に
も
充
て
る
計
画
で
あ
っ
た
。
経
済
的
手
法
を
導
入
す
る
と
い
う
点
で
は
、
規
制
型
政
策
の
パ
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ラ
ダ
イ
ム
と
異
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
各
州
か
ら
好
意
的
な
反
応
が
寄
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
産
業
界
は
負
担
が
重
く
経
済
的
競
争
を
歪
め
る
と48

）し
て
反
対
し
て
い
た
。

ま
た
、
コ
ー
ル
政
権
内
部
に
お
い
て
も
、
憲
法
上
の
疑
義
が
呈
さ
れ
、
経
済
状
況
が
良
好
で
な
い
中
で
、
追
加
負
担
は
賢
明
で
は
な
い
と
い

う
意
見
が
大
勢
を
占
め
た49

）。
結
局
、
廃
棄
物
課
徴
金
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
。

さ
て
、
廃
棄
物
課
徴
金
の
導
入
に
際
し
て
、
産
業
界
か
ら
の
強
硬
な
反
対
に
直
面
し
た
環
境
省
は
、
一
九
九
二
年
六
月
、

循
環
経
済
促

進
及
び
廃
棄
物
処
分
に
関
す
る
法
律
」

K
reisla

u
fw
irtsch

a
ft u

n
d A

b
fa
llg
esetz;

K
rw
/A
b
fG

）、
い
わ
ゆ
る
テ
ッ
プ
フ
ァ
ー
草
案
を

公
表
し
た
。
こ
れ
は
、

発
生
回
避
｜
素
材
的
利
用
｜
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
利
用
｜
処
分
」
と
い
う
優
先
順
位
を
示
し
た
上
で
、
排
出
だ
け
で
な

く
二
次
原
料
の
有
効
利
用
や
生
産
過
程
で
の
発
生
回
避
・
抑
制
に
関
す
る
「
生
産
者
責
任
（

50
）

P
ro
d
u
k
tv
era

n
tw
o
rtu
n
g

）」
を
規
定
し
、

循
環
経
済
」
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
発
生
回
避
に
せ
よ
、
生
産
者
責
任
に
せ
よ
、
そ
の
言
葉
自
体
は
、
は
じ
め
て
登
場

し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
循
環
経
済
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
中
で
位
置
づ
け
た
点
で
革
新
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
新

た
な
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
を
構
築
し
、

制
度
置
換
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
環
境
省
の
志
向
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

排
出
規
制
か
ら
大
き
く
転
換
し
た
同
案
は
、
各
界
の
様
々
な
反
応
を
呼
び
起
こ
し
た
。
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
基
本
的
に
歓
迎
し
た
も
の
の
、

廃
棄
物
政
策
の
目
標
の
具
体
化
を
要
求
し
た
。
緑
の
党
は
、
草
案
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
新
た
な
廃
棄
物
回
避
法
を
要
求
し
た51

）。
こ
れ

に
対
し
て
、
Ｂ
Ｄ
Ｉ
（
ド
イ
ツ
産
業
連
盟
）
は
統
制
主
義
的
で
あ
る
と
し
て
反
対
し
た52

）。
ま
た
、
産
業
界
は
、
コ
ー
ル
首
相
ら
に
書
簡
を
送

り
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
損
な
わ
れ
る
と
し
て
、
新
法
を
断
念
す
る
よ
う
訴
え
て
い
る53

）。
そ
し
て
、
経
済
省
も
産
業
界
に
同
調
す
る
動
き
を

見
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
従
来
の
制
度
の
補
完
と
い
う
連
邦
参
議
院
案
に
比
べ
、
包
括
的
な
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
政
策

当
事
者
は
、
こ
の
調
整
的
言
説
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
九
九
二
年
一
〇
月
の
環
境
省
第
二
次
草
案
は
、
先
の
経
済
界
の
反
発
に
配
慮
し
た
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
新
た
に
設
け
た
「
残

留
物
（R

u
ck
sta
n
d

）」
概
念
の
下
に
、
廃
棄
物
概
念
は
四
つ
に
細
分
化
さ
れ
、
焼
却
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
回
収
を
再
利
用
と
し
て
認
め
て
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い
た
。
こ
れ
を
受
け
た
政
府
案54

）は
、
一
九
九
三
年
三
月
閣
議
決
定
さ
れ
、
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
は
、
廃
棄
物
処
理
に
対
し

て
、
発
生
回
避
と
再
利
用
の
両
者
を
優
先
さ
せ
る
と
規
定
し
て
い
た
。
四
月
、
法
案
は
ま
ず
連
邦
参
議
院
に
送
ら
れ
た55

）。
し
か
し
、
こ
こ
で

Ｓ
Ｐ
Ｄ
や
緑
の
党
は
経
済
界
へ
の
配
慮
が
過
ぎ
る
と
反
対
し
、
結
局
、
連
邦
参
議
院
は
大
幅
な
修
正
を
求
め
政
府
案
を
拒
否
し
た
。

同
年
九
月
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
は
改
め
て
循
環
経
済
廃
棄
物
法
の
議
決
を
最
優
先
と
す
る
と
表
明
し56

）、
成
立
に
向
け
て
連
立
与
党
は
経
済

界
に
積
極
的
に
話
し
合
い
を
求
め
、
同
法
に
理
解
を
求
め
た
。
一
一
月
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ

と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
は
経
済
関
係
議
員
を
中
心
に
経
済

界
と
意
見
交
換
を
行
い
、
具
体
的
な
配
慮
を
検
討
し
た
。
二
ヶ
月
近
く
交
渉
を
経
て
、
最
終
的
に
一
九
九
四
年
一
月
末
、
環
境
省
と
経
済
省

の
間
で
妥
協
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
政
府
案
で
は
、
一
定
の
条
件
の
下
で
、
素
材
的
利
用
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
再
利
用

と
同
様
に
認
め
る
な
ど
の
変
更
が
加
え
ら
れ
、
産
業
界
の
懸
念
に
配
慮
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る57

）。
野
党
側
か
ら
は
、
生
産
者
責
任

の
実
施
政
令
を
直
接
的
な
も
の
に
す
べ
き
と
す
る
意
見
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
や
、
発
生
回
避
の
優
先
の
明
確
化
を
求
め
る
意
見
（
緑
の
党
）
が
あ
っ

た
が58

）、
一
方
で
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
循
環
経
済
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
則
っ
た
よ
う
な
幾
つ
か
の
修
正
案59

）を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
野
党
側
の

反
対
が
あ
っ
た
も
の
の
、
政
府
案
は
賛
成
多
数
に
よ
り
環
境
委
員
会
で
採
決
さ
れ
、
連
邦
議
会
を
通
過
し
た60

）。
し
か
し
、
野
党
が
多
数
を
占

め
る
連
邦
参
議
院
で
は
、
五
月
二
〇
日
、
政
府
案
が
否
決
さ
れ
た
。
く
し
く
も
同
日
、
連
邦
議
会
は
、
連
邦
参
議
院
の
「
廃
棄
物
法
・
イ
ミ

ニ
シ
オ
ー
ン
法
改
正
案
」
を
否
決
し
た
。
こ
の
よ
う
に
両
院
の
議
決
が
異
な
っ
た
た
め
憲
法
上
の
規
定
に
従
い
、
連
邦
政
府
は
両
院
協
議
会

の
開
催
を
要
請
し
た
。
そ
こ
で
、
与
野
党
の
歩
み
寄
り
が
見
ら
れ
、
政
府
案
が
採
用
し
て
い
た
「
残
余
物
」
概
念
を
撤
回
し
、
野
党
側
が
主

張
す
る
Ｅ
Ｃ
の
廃
棄
物
概
念
に
近
づ
け
、
発
生
回
避
の
優
先
を
明
確
化
す
る
表
現
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
六
月
二
三
日
に
妥
協
が
成
立
し61

）、

各
院
で
の
議
決
を
経
て
、
一
〇
月
六
日
、
循
環
経
済
廃
棄
物
法
は
、
正
式
に
公
布
さ
れ
た
。

一
九
九
六
年
一
〇
月
の
同
法
施
行
以
後
、
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
政
府
と
産
業
界
は
幾
つ
か
の
分

野
で
合
意
に
達
し
、
例
え
ば
そ
の
後
一
九
九
八
年
に
は
廃
自
動
車
政
令
を
成
立
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。

発
生
回
避
の
目
標
と
廃
棄
物
概
念
の
拡
大
に
関
し
、
環
境
省
は
、
野
党
と
同
意
見
で
あ
っ
た
が
、
廃
棄
物
規
制
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
「
複
層

（82-２･３- ）611 355
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化
」
を
避
け
、
環
境
省
は
「
制
度
置
換
」
を
追
求
し
た
。
こ
の
戦
略
は
、
野
党
に
加
え
て
経
済
界
の
強
い
反
対
を
受
け
る
な
ど
、
政
治
コ
ス

ト
は
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
貫
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
産
業
界
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
な
ど
野
党
が
「
循
環
経
済
」
の
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
を

共
有
し
、
さ
ら
に
政
府
の
権
限
と
そ
の
範
囲
を
拡
大
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
た
め
、
最
後
は
与
党
案
に
同
意
す
る
道
を
選
ん
だ
。
ま
た
、

与
党
が
、

制
度
置
換
」
と
い
う
立
場
を
維
持
し
た
の
は
、
選
挙
を
控
え
緑
の
党
な
ど
に
対
抗
し
て
、
環
境
政
策
に
関
す
る
実
績
を
強
調
し

た
い
と
い
う
思
惑
が
指
摘
さ
れ
て
い
る62

）。

こ
う
し
て
、
環
境
省
が
構
築
し
た
「
循
環
経
済
」
と
い
う
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
廃
棄
物
の
発
生
回
避
の
優
先
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
、

排
出
者
だ
け
で
な
く
生
産
者
や
販
売
者
と
い
う
多
様
な
経
済
ア
ク
タ
ー
を
廃
棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
に
参
入
さ
せ
る
こ
と
で
、
従
来
の
制

度
に
お
け
る
廃
棄
物
の
位
置
づ
け
を
変
更
さ
せ
、

制
度
置
換
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
の
廃
棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
の
展
開
過
程
を
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。

両
国
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
コ
マ
ン
ド
・
ア
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
特
徴
と
す
る
排
出
規
制
の
限
界
を
認
識
し
、
発
生
抑
制
と

い
う
環
境
政
策
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
以
降
の
規
制
緩
和
を
め
ぐ
る
改

革
へ
の
圧
力
、
ド
イ
ツ
で
は
廃
棄
物
輸
出
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
動
き
、
な
ど
の
外
生
的
要
因
も
改
革
の
動
き
を
後
押
し
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
展
開
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
汚
染
防
止
法
と
い
う
法
律
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ

る
様
々
な
手
法
の
開
発
を
促
進
し
た
側
面
が
あ
る
も
の
の
、
既
存
の
制
度
に
新
た
な
仕
組
み
を
重
ね
る
、
い
わ
ば
「
複
層
化
」
を
追
求
し
た

た
め
、
や
が
て
手
法
の
限
界
が
露
呈
す
る
中
で
、
廃
棄
物
政
策
と
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
が
分
断
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、

循
環

経
済
」
と
い
う
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
下
に
、
発
生
抑
制
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
規
制
政
策
を
統
合
す
る
方
向
性
を
確
立
し
、
循
環
経
済
廃
棄
物
法
を
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成
立
さ
せ
、
そ
の
制
度
に
新
た
な
ア
ク
タ
ー
が
参
加
す
る
こ
と
で
正
統
性
が
調
達
さ
れ
、
全
面
的
な
制
度
変
化
を
み
る
に
至
っ
て
い
る
。

汚
染
防
止
、
循
環
経
済
と
い
う
排
出
規
制
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
の
転
換
を
示
唆
す
る
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
が
、
と
も
に
存
在
し
て
い
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
拒
否
点
の
多
い
両
国
で
な
ぜ
対
応
は
分
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
主
に
制
度
構
築
を
め
ぐ
る
環
境
政
治
の
歴
史
的
展
開

の
中
で
、
構
成
さ
れ
て
き
た
ア
ク
タ
ー
、
特
に
環
境
政
策
当
局
の
制
度
戦
略
に
関
す
る
選
好
の
差
異
に
着
目
し
て
説
明
を
試
み
た
。

両
国
と
も
に
、
こ
の
時
期
の
政
治
の
現
状
維
持
志
向
は
低
か
っ
た
が
、
そ
の
背
景
は
異
な
り
、
そ
の
こ
と
が
環
境
政
策
当
局
者
の
制
度
戦

略
に
対
す
る
選
好
に
も
影
響
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
問
題
は
、
規
制
改
革
に
関
わ
る
政
治
の
動
き
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
形
で
、
現
状

変
革
へ
の
志
向
性
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
は
、
廃
棄
物
だ
け
で
な
く
資
源
再
生
と
い
う
リ
サ
イ
ク
ル
分
野
も
包
括
す
る
厳
格

な
規
制
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
法
律
の
適
用
を
除
外
す
る
形
で
再
生
資
源
市
場
に
配
慮
し
て
き
た
。
従
っ
て
規
制
改
革
の
議
論
は
、
そ

の
ま
ま
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
在
り
方
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
授
権
さ
れ
た
権
限
と
組
織
の
自
律
性
が
乖
離

し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
執
行
、
実
施
に
お
け
る
政
策
変
化
へ
の
関
心
が
強
か
っ
た
。
改
正
の
度
に
政
治
的
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
Ｒ
Ｃ
Ｒ

Ａ
と
関
連
付
け
る
形
で
汚
染
削
減
を
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る
別
個
の
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
で
、
政
策
の
実
効

性
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
ド
イ
ツ
の
変
革
は
、
廃
棄
物
処
理
に
関
連
す
る
問
題
そ
の
も
の
へ
の
動
き
と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
。
ま
た
、
初
期
の
廃
棄
物
法

か
ら
技
術
的
あ
る
い
は
法
律
的
に
、
限
定
的
に
規
制
対
象
を
確
定
し
て
お
り
、
後
に
リ
サ
イ
ク
ル
が
推
進
さ
れ
る
際
に
も
、
ア
メ
リ
カ
に
比

べ
れ
ば
深
刻
な
政
治
的
対
立
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
政
策
の
執
行
面
は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
ず
、
組
織
の
ト
ッ
プ
で

あ
る
テ
ッ
プ
フ
ァ
ー
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
相
俟
っ
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
比
較
し
た
場
合
、
現
状
維
持
的
で
は
な
く
、
政
策
形
成
に
関
す
る
強
い

選
好
を
有
し
て
い
た
。
環
境
省
は
、
廃
棄
物
課
徴
金
と
い
う
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
示
し
、
そ
れ
が
強
硬
な
反
対
に
直
面
し
た
後
は
、
包
装

容
器
な
ど
の
分
野
で
導
入
さ
れ
て
い
た
廃
棄
物
回
収
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
仕
組
み
を
他
の
分
野
に
拡
大
し
、
統
合
的
な
循
環
経
済
の
政
策
ア
イ
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デ
ィ
ア
を
打
ち
出
し
て
い
く
。
そ
れ
は
政
策
エ
リ
ー
ト
間
の
調
整
的
言
説
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
の
差
異
は
、
も
っ
ぱ
ら
廃
棄
物
を
規
制
対
象
と
し
て
考
え
る
時
代
に
は
そ
れ
ほ
ど
顕
在
化
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
廃

棄
物
／
リ
サ
イ
ク
ル
の
境
界
線
が
問
題
と
な
っ
た
時
期
に
お
い
て
は
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
歴
史
的
経
緯
と
あ
い
ま
っ
て
両
国
の
政
策
を
決

定
的
に
異
な
る
方
向
性
へ
導
い
た
の
で
あ
る
。

勿
論
、
実
際
に
両
国
の
有
害
廃
棄
物
政
策
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
ド
イ

ツ
で
は
制
度
化
を
実
現
し
政
策
が
安
定
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
廃
棄
物
政
策
は
、
司
法
の
動
向
や
政
権
の
性
格
な
ど
に
左
右

さ
れ
る
流
動
的
な
面
が
依
然
と
し
て
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
比
較
環
境
政
治
の
視
点
に
立
っ
て
両
国
の
環
境
政
策
へ
と
接
近
を
試
み
た
。
各
国
を
個
別
に
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
ア
メ

リ
カ
、
ド
イ
ツ
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
両
国
の
政
策
に
ど
う
い
う
「
差
異
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、

一
つ
の
説
明
を
提
示
し
た
。
科
学
的
な
視
点
に
立
て
ば
同
じ
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
国
々
で
あ
っ
て
も
、
環
境
政
策
の
多
様
性
が
存

在
す
る
。
今
や
多
く
の
先
進
国
と
途
上
国
が
、
生
産
、
消
費
、
廃
棄
の
過
程
に
関
わ
り
分
業
シ
ス
テ
ム
を
担
う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し

て
い
る
。
本
稿
の
よ
う
な
先
進
国
同
士
の
事
例
も
含
め
て
、
い
か
な
る
環
境
政
策
の
収
斂
や
拡
散
が
見
ら
れ
る
か
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、

比
較
環
境
政
治
と
い
う
視
点
や
方
法
が
今
ま
で
以
上
に
重
要
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

１
）

G
eo
rg
e T

a
seb

elis,
V
eto P

layers:
H
ow
 
P
olitical In

stitu
tion

s
 
W
ork

(P
rin
ceto

n
,
N
.J.:

P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress,
2002).

ス

ク
ラ
ッ
グ
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
は
、
他
の
先
進
国
に
比
べ
、
政
治
制
度
に
お
い
て
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
影
響
力
が
高
い
国
と
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。L

y
le
 
S
cru

g
g
s,
S
u
stain

in
g
 
A
bu
n
d
an
ce:

E
n
viron

m
en
tal
 
P
erform

an
ce
 
in
 
In
d
u
strial

 
D
em
ocracies

(C
a
m
b
rid
g
e:

C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2003),

p
.
166,

ta
b
le 6.1.

２
）

P
a
u
l F

.
S
tein

b
erg a

n
d S

ta
n
cy D

.
V
a
n
D
ev
eer ed

s.,
C
om
parative E

n
viron

m
en
tal P

olitics:
T
h
eory,

P
ractice an

d
 
P
rospects

(C
a
m
b
rid
g
e,
M
.A
.:
T
h
e M

IT
 
P
ress,

2012).

気
候
変
動
問
題
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
例
と
し
た
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
渡
邉
理
絵
『
日
本
と
ド
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イ
ツ
の
気
候
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
転
換
｜
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
一
五
年
。

３
）

ド
イ
ツ
の
廃
棄
物
政
策
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
喜
多
川
進
『
環
境
政
策
史
論
｜
ド
イ
ツ
容
器
包
装
廃
棄
物
政
策
の
展
開
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一

五
年
。
特
に
循
環
経
済
廃
棄
物
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。F

lo
ria
n
 
S
ta
eck

,
V
om
 
R
eform

projekt zu
r
 
sym

bolis-

ch
en
 
P
olitik

(B
erlin

:
A
n
a
ly
tica

,
1999).

４
）

例
え
ば
、
近
藤
康
史
「
比
較
政
治
学
に
お
け
る
「
ア
イ
デ
ィ
ア
の
政
治
」」『
年
報
政
治
学
二
〇
〇
六

Ⅱ
』、
二
〇
〇
七
年
、
三
六

五
九
頁
。

５
）

内
山
融
『
現
代
日
本
の
国
家
と
市
場
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。

６
）

P
eter A

.
H
a
ll,
“P
o
licy P

a
ra
d
ig
m
s,
S
o
cia
l L

ea
rn
in
g
,
a
n
d th

e S
ta
te:

T
h
e C

a
se o

f E
co
n
o
m
ic P

o
licy M

a
k
in
g in B

rita
in
,”

C
om
parative P

olitics
,
V
o
l.
25 N

o
.
3,
1993,

p
p
.
278

279.

７
）

K
a
th
eleen T

h
elesen

,
“H
o
w
 
In
stitu

tio
n
s E

v
o
lv
e:
In
sig
h
ts fro

m
 
C
o
m
p
a
ra
tiv
e H

isto
rica

l A
n
a
ly
sis,”

in Ja
m
es M

a
h
o
n
ey a

n
d

 
D
ietrich R

u
esm

ey
er ed

s.
C
om
parative H

istorical A
n
alysis in

 
th
e S

ocial S
cien

ces
(C
a
m
b
rid
g
e:
C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity

 
P
ress,

2003).

８
）

Ja
co
b S

.
H
a
ck
er,

“P
o
licy D

rift:
T
h
e H

id
d
en P

o
litics o

f U
S
 
W
elfa

re S
ta
te R

etren
ch
m
en
t,”

in W
o
lfg
a
n
g S

treeck
 
a
n
d

 
K
a
th
leen T

h
elen ed

s.,
B
eyon

d
 
C
on
tin
u
ity

(O
x
fo
rd
:
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2005).

９
）

Ib
id
,
p
.
48.

10
）

秋
吉
貴
雄
「
政
策
変
容
の
様
態
と
ア
イ
デ
ィ
ア
」『
年
報
行
政
研
究
』
第
四
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）、
一
一
三
頁
。

11
）

V
iv
ien A

.
S
ch
im
id
t,
T
h
e F

u
tu
re of E

u
ropean

 
C
apitalism

(O
x
fo
rd
:
O
x
fo
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